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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 

第 2-58 部：業務用の電気式食器洗浄機の 

個別要求事項 
正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
15.2  その他の機器は，平常完全動作サ

イクルを 1 サイクルに通して動作さ

せる。その後，時間設定スイッチ，

フロート式又は圧力動作式スイッチ

を動作不能にさせる。さらに，通常

動作の間に最高充てんレベルの機器

中の水 1 L 当たり附属書 AA の標準

洗剤 5 g を加える。 

 その他の機器は，タイマースイッチ，フロ

ート式又は圧力動作式スイッチを動作不能に

した後，完全通常動作サイクルで 1 サイクル

動作させる。そして，通常動作の間に最高充

てんレベルとなった機器中に水 1 L 当たり附

属書 AA の標準洗剤 5 g を加え，機器を意図

したように運転する。 

22.106  試験中，炎，･･･。ポリエチレン製

の･･･，すべての炎は，3 秒間以内に

消火しなければならない。 

 試験中，炎，･･･。ポリエチレン製の･･･，

すべての炎は，30 秒間以内に消火しなければ

ならない。 

本体 

22.107  機器は，発熱体が機器内部の又は

機器内で使用される容器内の可燃性

の材料と接触するおそれがないよう

な構造でなければならない。接触に

よって，発熱体又は発熱体支持部品

又は容器自身が変形する結果とな

る。 

 機器は，電熱素子が機器の内側又は機器の

中に使用されるすべての容器内で使用される

可燃性材料に触れて，その結果として，電熱

素子，それらの支持部分又は容器自身が変形

することがないような構造でなければならな

い。 
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